新　　　　　　旧　　　　　　対　　　　　　照　　　　　　表
	新
	旧

	高知県立人権啓発センターの設置及び管理に関する条例施行規則(抜粋)
	高知県立人権啓発センターの設置及び管理に関する条例施行規則(抜粋)

	本則
	本則

	(利用の許可の申請)

第2条　条例第5条第1項の　　　　　許可施設(同項に規定する許可施設をいう。以下同じ。)の利用の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、条例第2条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に対して、指定管理者が定める利用許可申請書を提出しなければならない。
	(利用の許可の申請)

第2条　条例第5条第1項の規定による許可施設(同項に規定する許可施設をいう。以下同じ。)の利用の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、条例第2条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に対して、指定管理者が定める利用許可申請書を提出しなければならない。

	2　略
	2　略

	3　前2項の規定による申請は、センターのホール(以下「ホール」という。)の利用に係る場合にあっては当該利用を開始する日の10日前までに、センターの視聴覚室又は図書資料室兼閲覧室の利用に係る場合にあっては当該利用を開始する日の前日までにこれをしなければならない。ただし、指定管理者(センターの管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、知事。次条第1項、第4条第1項及び第2項、第5条第1項、第10条ただし書並びに第12条において同じ。)が特に認めたときは、この限りでない。
	3　前2項の規定による申請は、センターのホール(以下「ホール」という。)の利用に係る場合にあっては当該利用を開始する日の10日前までに、センターの視聴覚室又は図書資料室兼閲覧室の利用に係る場合にあっては当該利用を開始する日の前日までに行わなければ　　ならない。ただし、指定管理者(センターの管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、知事。次条第1項、第4条　　　　　　　　、第5条第1項、第10条ただし書及び第12条において同じ。)が特に認めたときは、この限りでない。

	(利用の取消しの届出等)

第4条　略
	(利用の取消しの届出等)

第4条　略

	2　条例第5条第1項の　　　　　許可施設の利用の変更の許可(以下「利用の変更の許可」という。)を受けようとする者は、指定管理者に対して、指定管理者が定める利用変更許可申請書を提出しなければならない。
	2　条例第5条第1項の規定による許可施設の利用の変更の許可(以下「利用の変更の許可」という。)を受けようとする者は、指定管理者に対して、指定管理者が定める利用変更許可申請書を提出しなければならない。

	(使用料の納付の時期等)
第6条　条例第7条第1項の規定による使用料の納付は、第3条第1項の利用許可書又は前条第1項の利用変更許可書の交付を受ける際にこれをしなければならない。ただし、知事が特に認めた場合は、当該利用許可書又は利用変更許可書が交付された後に納付することができる。
	(使用料の納付の時期等)
第6条　条例第7条第1項の規定による使用料の納付は、第3条第1項の利用許可書又は前条第1項の利用変更許可書の交付を受ける際に　　　しなければならない。ただし、知事が特に認めた場合は、当該利用許可書又は利用変更許可書が交付された後に納付することができる。

	2　消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た消費税の額及び当該消費税の額に高知県税条例(昭和33年高知県条例第1号)第70条の4に規定する地方消費税の税率を乗じて得た地方消費税の額を加えることとなる条例第7条第1項第1号の規則で定める額は、次に掲げるとおりとする。ただし、使用料の計算の対象となる利用時間には、専ら利用の許可又は利用の変更の許可を受けた者の本来の利用目的にホールを利用する時間のほか、その準備及び後片付け等に要する時間を含むものとする。
(1)　午前9時から正午までの間の利用にあっては、7,870円 

(2)　午後1時から午後5時までの間の利用にあっては、10,520円 

(3)　午前9時から午後5時までの間の利用にあっては、16,560円 
	2　条例第7条第1項第1号及び第2項の規則で定める使用料の額は、別表に定めるとおりとする。

	3　消費税法第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た消費税の額及び当該消費税の額に高知県税条例第70条の4に規定する地方消費税の税率を乗じて得た地方消費税の額を加えることとなる条例第7条第2項の規則で定める額は、冷暖房設備の使用時間1時間につき570円とする。
	3　条例第7条第1項第2号の規定による使用料の計算において、同項第1号に掲げる利用以外の利用及び休館日の利用(以下この項において「時間外の利用」という。)の時間が1時間未満であるとき又は時間外の利用の時間に1時間未満の端数があるときは、当該時間外の利用の時間又は当該端数を1時間として計算する。

	4　条例第7条第1項第2号の規定による同項第1号に掲げる時間以外の時間のホールの利用及び条例第3条に規定する休館日のホールの利用(以下この項において「時間外の利用」という。)に係る使用料の計算において、時間外の利用の時間が1時間未満であるとき又は時間外の利用の時間に1時間未満の端数があるときは、当該時間外の利用の時間又は当該端数を1時間として計算するものとする。
	

	5　条例第7条第2項の規定による冷暖房設備を使用するときの加算額の計算において、冷暖房設備の使用時間が1時間未満であるとき又は冷暖房設備の使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該使用時間又は当該端数を1時間として計算するものとする。 
	

	(使用料の還付の請求等)

第8条　条例第9条ただし書の規定に基づき使用料を還付する特別の理由があると認める場合は次の各号のいずれかに該当する場合とし、当該還付する額は当該各号に定める額とする。
	(使用料の還付の請求等)

第8条　条例第9条ただし書の規定に基づき使用料を還付する特別の理由があると認める場合は次の各号に掲げる　　　　　　場合とし、当該還付する額は当該各号に定める額とする。

	(1)　略 
	(1)　略

	(2)　略
	(2)　略

	2・3　略
	2・3　略

	(遵守事項等)

第11条　利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
	(遵守事項等)

第11条　利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

	(1)　略
	(1)　略

	(2)　センターの施設又は設備等を汚損し、損壊し、又は汚損し、若しくは損壊するおそれのある行為をしないこと。
	(2)　センターの施設又は設備等を汚損し、又は損壊するおそれのある行為をしないこと。

	(3)～(5)　略
	(3)～(5)　略

	2　略
	2　略

	(指定管理者の指定の申請に必要な書類等)

第13条　略
	(指定管理者の指定の申請に必要な書類等)

第13条　略

	2　条例第12条第2号の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
	2　条例第12条第2号の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

	(1)　条例第11条各号に掲げる業務に係る収支予算書
	(1)　条例第11条各号に規定する業務に係る収支予算書

	(2)～(5)　略
	(2)～(5)　略

	3　略
	3　略

	
	別表(第6条関係)
1　ホールの基本使用料
午　　　　　　　前
午　　　　　　　後
全　　　　　　　日
9時から12時まで
13時から17時まで
9時から17時まで
8,260円
11,040円
17,380円
備考　使用料の計算の対象となる利用時間には、専ら利用の許可又は利用の変更の許可を受けた者の本来の利用目的に利用する時間のほか、その準備及び後片付け等に要する時間を含むものとする。
2　冷暖房設備使用料
使用時間1時間につき、590円とする。
備考　冷暖房設備使用料の計算において、使用時間が1時間未満であるとき又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、当該使用時間又は当該端数を1時間として計算する。

	
	


